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古
代
周
防
国
に
展
開
す
る
交
通

舘
　
野
　
和
　
己

は
じ
め
に

　

周
防
国
は
言
う
ま
で
も
な
く
山
陽
道
に
属
す
る
国
で
あ
る
。
そ
し
て
瀬
戸
内
海
に
面
し
て

い
る
の
で
、
そ
こ
で
展
開
す
る
交
通
に
は
、
陸
上
と
海
上
の
両
方
が
あ
る
。
山
陽
道
は
と
り

わ
け
、
平
城
京
や
平
安
京
な
ど
の
古
代
都
城
と
大
宰
府
を
つ
な
ぐ
道
で
あ
っ
た
か
ら
、
交
通

の
重
要
性
は
高
い
も
の
が
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
私
的
な
要
因
で
展
開
さ
れ
る
交
通
も
あ
っ
た

が
、
本
稿
で
は
駅
馬
と
伝
馬
の
制
を
中
心
に
、
周
防
国
に
展
開
し
た
古
代
交
通
を
見
て
い
く

こ
と
に
す
る
。

一　

駅
馬
・
伝
馬
の
制
と
駅
路

　

律
令
制
下
の
公
的
交
通
・
情
報
伝
達
制
度
と
し
て
、
駅
馬
の
制
と
伝
馬
の
制
が
あ
っ
た
。

そ
の
具
体
的
規
定
は
公
式
令
と
厩
牧
令
か
ら
知
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
駅
馬
の
制
は
、
中
央
と

諸
国
を
結
ぶ
主
要
道
の
上
に
、
基
本
的
に
30
里（
約
16
㌔
）ご
と
に
駅（
駅
家
）を
置
き（
厩
牧

令
須
置
駅
条
）、
そ
こ
に
駅
馬
を
準
備
し
て
、
乗
用
許
可
証
に
あ
た
る
駅
鈴（
公
式
令
給
駅
伝

馬
条
）を
支
給
さ
れ
た
急
ぎ
の
官
使
、
す
な
わ
ち
駅
使
が
、
駅
ご
と
に
馬
を
乗
り
継
ぐ
制
度

で
あ
る
。
こ
こ
で
言
う
主
要
道
と
は
、
主
に
東
海
・
東
山
・
北
陸
・
山
陰
・
山
陽
・
南
海
・

西
海
道
の
七
道
で
あ
り
、
駅
の
置
か
れ
た
道
は
駅
路
と
呼
ば
れ
た
。

　

ま
た
駅
家
に
つ
い
て
は
10
世
紀
に
作
ら
れ
た
『
延
喜
式
』
兵
部
省
諸
国
駅
伝
馬
条
に
、
全

国
の
駅
家
名
と
そ
こ
に
配
備
さ
れ
た
馬
の
頭
数
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
周
防
国
の
駅
家
に
つ

い
て
は
後
述
す
る
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
に
知
ら
れ
る
山
陽
道
の
駅
と
駅
路
遺
構
を
紹
介
す
る

と
、
兵
庫
県
で
検
出
さ
れ
て
い
る
も
の
が
多
い（
1
）。

ま
ず
駅
家
で
は
、
播
磨
国
布
勢
駅
に

あ
た
る
の
が
た
つ
の
市
小
犬
丸
遺
跡
で
あ
り
、
約
80
㍍
四
方
の
範
囲
を
築
地
塀
で
囲
み
、
そ

の
中
に
当
初
は
掘
立
柱
建
物
が
、
後
に
は
7
棟
の
瓦
葺
建
物
が
建
ち
、
そ
の
南
を
山
陽
道
が

通
っ
て
い
た
。
ま
た
同
国
野
磨（
や
ま
）駅
は
、
上
郡
町
落
地（
お
ろ
ち
）遺
跡
八
反
坪
地
区
と
落
地

遺
跡
飯
坂
地
区
の
2
ヵ
所
で
見
つ
か
り
、
前
者
は
7
世
紀
末
か
ら
8
世
紀
初
頭
の
時
期
の
も

の
、
後
者
は
そ
の
後
に
移
さ
れ
た
も
の
で
、
8
世
紀
か
ら
11
世
紀
ま
で
の
長
期
に
わ
た
っ
て

存
続
し
た
。
八
反
坪
地
区
で
は
東
西
30
㍍
、
南
北
23
㍍
の
範
囲
を
塀
で
囲
み
、
中
に
3
棟
の

掘
立
柱
建
物
が
コ
の
字
型
に
配
置
さ
れ
、
南
面
塀
に
は
八
脚
門
が
開
い
て
い
る
。
一
方
の
飯

坂
地
区
で
は
、
南
北
92
㍍
、
東
西
68
㍍
の
範
囲
を
築
地
塀
で
囲
み
、
そ
の
中
に
6
棟
の
瓦
葺

建
物
が
配
さ
れ
、
遺
構
は
ほ
ぼ
正
南
北
方
向
を
指
向
す
る
。
西
面
築
地
塀
に
は
八
脚
門
が
開

く
が
、
そ
れ
は
遺
跡
の
西
側
を
山
陽
道
が
走
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
駅
は
か

な
り
の
規
模
を
有
し
て
お
り
、
駅
の
業
務
を
支
え
る
駅
長
や
駅
丁
が
執
務
し
た
り
控
え
た
り

す
る
建
物
や
、
駅
馬
を
収
容
す
る
厩
舎
、
倉
庫
な
ど
が
内
部
に
置
か
れ
て
い
た
。

　

一
方
駅
路
は
幅
が
広
く
、
で
き
る
だ
け
直
線
に
な
る
よ
う
に
設
計
さ
れ
て
い
た
。
大
阪
府

高
槻
市
の
嶋
上
郡
衙
跡
と
郡
家
今
城
遺
跡
で
検
出
さ
れ
た
山
陽
道
は
、
8
世
紀
は
路
面
幅
が

10
～
12
㍍
あ
っ
た
が
、
9
世
紀
半
ば
に
5
～
6
㍍
に
縮
小
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
明
石
市
の
古

代
山
陽
道
跡
福
里
地
点
で
は
12
㍍
と
15
㍍
以
上
あ
り
、
小
犬
丸
遺
跡
の
山
陽
道
は
全
容
は
わ

か
ら
な
い
も
の
の
7
㍍
以
上
の
規
模
を
有
し
、
落
地
遺
跡
八
反
坪
地
区
で
は
両
側
溝
心
々
間

距
離
が
10
㍍
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
古
代
山
陽
道
は
幅
が
10
㍍
を
超
す
規
模
で
敷
設
さ
れ
た

と
み
ら
れ
る
。

　

そ
し
て
駅
に
置
か
れ
る
駅
馬
の
数
は
、
道
路
の
ラ
ン
ク
に
よ
っ
て
異
な
り
、
大
路
は
20
疋
、

中
路
は
10
疋
、
そ
れ
以
外
は
5
疋
と
な
っ
て
い
た（
厩
牧
令
置
駅
馬
条
）。『
令
義
解
』
同
条

に
よ
れ
ば
、
大
路
は
山
陽
道
、
中
路
は
東
海
道
と
東
山
道
の
こ
と
で
あ
る
。
山
陽
道
は
大
宰

府
と
都
城
を
結
ぶ
幹
線
道
路
だ
っ
た
の
で
、
配
置
さ
れ
る
馬
数
も
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
周
防
の
各
駅
に
は
20
疋
の
駅
馬
が
配
置
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

　

一
方
伝
馬
の
制
は
郡
家（
郡
衙
）ご
と
に
5
疋
の
伝
馬
を
置
き（
厩
牧
令
置
駅
馬
条
）、
そ
の

乗
用
許
可
証
で
あ
る
伝
符（
公
式
令
給
駅
伝
馬
条
）を
支
給
さ
れ
た
様
々
な
官
使（
伝
使
と
い

う
）が
、
郡
家
ご
と
に
馬
を
乗
り
継
い
で
い
く
制
度
で
あ
る
。
周
防
の
郡
は
『
延
喜
式
』
民

部
上
で
は
、
大
嶋
・
玖
珂
・
熊
毛
・
都
濃
・
佐
波
・
吉
敷
の
6
郡
だ
が
、
養
老
五（
七
二
一
）
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年
四
月
に
熊
毛
郡
か
ら
玖
珂
郡
が
分
置
さ
れ
て
い
る
の
で（『
続
日
本
紀
』
四
月
丙
申
条
）、

そ
れ
以
前
は
5
郡
だ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
当
初
の
伝
馬
は
全
部
で
25
疋
で
あ
っ
た
こ
と
に
な

る
。

二　

国
司
に
よ
る
駅
馬
・
伝
馬
の
利
用

　

駅
馬
・
伝
馬
は
さ
ま
ざ
ま
な
官
使
が
利
用
し
た
が
、
そ
の
1
つ
が
諸
国
か
ら
国
司
が
朝
集

使
と
な
っ
て
上
京
す
る
際
で
あ
っ
た
。
公
式
令
朝
集
使
条（
史
料
1
）は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　

�

凡
朝
集
使
、
東
海
道
坂
東
、
東
山
道
山
東
、
北
陸
道
神
済
以
北
、
山
陰
道
出
雲
以
北
、
山

陽
道
安
芸
以
西
、
南
海
道
土
左
等
国
、
及
西
海
道
、
皆
乗
二
駅
馬
一。
自
余
各
乗
二
当
国
馬
一。

　
『
令
義
解
』
に
よ
る
と
東
海
道
の
坂
と
は
駿
河
と
相
模
の
境
界
の
坂
、
東
山
道
の
山
と
は

信
濃
と
上
野
の
境
の
山
、
北
陸
道
の
神
済
は
越
中
と
越
後
の
堺
の
河
で
あ
る
。
こ
の
規
定
に

よ
り
、
山
陽
道
で
は
安
芸
国
以
西
、
す
な
わ
ち
安
芸
・
周
防
・
長
門
の
3
ヵ
国
の
朝
集
使
は

駅
馬
の
乗
用
が
許
さ
れ
た
。
一
方
備
後
以
東
の
国
は
当
国
の
馬
を
利
用
す
る
こ
と
に
な
っ
て

い
た
が
、
そ
れ
は
『
令
義
解
』
に
よ
れ
ば
「
賃
乗
二
民
間
一。
准
二
折
雑
徭
一、
即
以
二
一
日
馬
力
一、

折
二
一
日
人
徭
一
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
民
間
の
馬
を
雇
用
す
る
代
わ
り
に
日
数
分
の
馬

主
の
雑
徭
を
差
し
引
く
の
で
あ
る（
2
）。

　

こ
の
規
定
は
養
老
六（
七
二
二
）年
八
月
に
改
訂
が
加
え
ら
れ
た（『
続
日
本
紀
』
八
月
丁
卯

（
29
）条　

史
料
2
）。

伊
勢
・
志
摩
・
尾
張
・
参
河
・
遠
江
・
美
濃
・
飛
騨
・
若
狭
・
越
前
・
丹
後
・
但
馬
・

因
幡
・
播
磨
・
美
作
・
備
前
・
備
中
・
淡
路
・
阿
波
・
讃
岐
等
国
司
、
先
レ
是
、
奉
レ
使

入
レ
京
、
不
レ
聴
レ
乗
レ
駅
。
至
レ
是
始
聴
之
。
但
伊
賀
・
近
江
・
丹
波
・
紀
伊
四
国
、
不

レ
在
二
茲
限
一。

　

こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
た
伊
勢
以
下
の
19
ヵ
国
は
、
い
ず
れ
も
公
式
令
朝
集
使
条
で
駅
馬
の
乗

用
を
禁
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
こ
に
許
可
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
た
だ
公
式
令
で
は
朝
集

使
に
限
定
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
こ
で
は
「
奉
使
入
京
」
と
い
う
よ
う
に
、
そ
の
範
囲
は
広

が
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
山
陽
道
で
は
播
磨
・
美
作
・
備
前
・
備
中
の
国
司
も
駅
馬
に
乗

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
そ
う
す
る
と
備
後
の
み
が
乗
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

こ
れ
は
不
審
で
あ
り
、
恐
ら
く
こ
れ
以
前
の
時
期
に
乗
用
が
許
可
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う

（
3
）。

そ
れ
に
公
式
令
に
よ
れ
ば
安
芸
以
西
の
国
司
は
朝
集
使
に
な
っ
た
場
合
の
み
駅
馬
に

乗
れ
る
が
、
備
後
以
東
の
国
で
は
そ
れ
に
限
ら
ず
公
的
使
命
な
ら
乗
れ
る
と
い
う
の
も
不
審

で
あ
り
、
い
ず
れ
か
の
時
点
で
一
部
の
国
を
除
い
て
、
全
国
的
に
国
司
の
「
奉
使
入
京
」
時

の
駅
馬
乗
用
が
許
可
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う（
4
）。

　

ま
た
新
任
国
司
の
赴
任
に
は
伝
馬
の
利
用
が
定
め
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
『
続
日
本
紀
』
神

亀
三（
七
二
六
）年
八
月
乙
亥（
30
）条
に
見
え
る
太
政
官
処
分（
史
料
3
）で
あ
る
。

太
政
官
処
分
、
新
任
国
司
向
レ
任
之
日
、
伊
賀
・
伊
勢
・
近
江
・
丹
波
・
播
磨
・
紀
伊
等

六
国
不
レ
給
二
食
・
馬
一。
志
摩
・
尾
張
・
若
狭
・
美
濃
・
参
川
・
越
前
・
丹
後
・
但
馬
・

美
作
・
備
前
・
備
中
・
淡
路
等
十
二
国
並
給
レ
食
。
自
外
諸
国
、
皆
給
二
伝
符
一。
但
大
宰

府
并
部
下
諸
国
五
位
以
上
者
、
宜
レ
給
二
伝
符
一。
自
外
随
レ
使
駕
レ
船
、
縁
路
諸
国
、
依

レ
例
供
給
。
史
生
亦
准
レ
此
焉
。

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
全
て
の
国
が
伝
馬
を
利
用
で
き
た
わ
け
で
は
な
く
、
都
城
か
ら
の
距
離
に

応
じ
た
制
限
が
設
け
ら
れ
た
。
都
に
近
い
伊
賀
・
伊
勢
な
ど
6
ヵ
国
の
新
任
国
司
に
は
食
糧

も
馬
も
支
給
せ
ず
、
彼
ら
は
自
分
で
用
意
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
次
に
志
摩
以
下
の
12
ヵ

国
、
山
陽
道
で
は
美
作
・
備
前
・
備
中
の
3
ヵ
国
の
国
司
に
は
食
糧
の
み
を
支
給
し
、
そ
れ

以
外
の
備
後
以
西
の
国
々
の
新
任
国
司
に
は
伝
符
を
支
給
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
伝
馬
の

利
用
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
伝
馬
は
郡
家
ご
と
に
乗
り
継
い
で
行
く
の
だ
か
ら
、
郡

家
で
食
糧
の
提
供
も
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
処
分
の
最
後
で
は
、
大
宰
府
と
そ
の

部
下
諸
国
、
す
な
わ
ち
西
海
道
諸
国
の
五
位
以
上
の
官
人
・
国
司
に
も
伝
符
を
与
え
る
こ
と

（
5
）、そ

し
て
「
自
外
」、す
な
わ
ち
「
大
宰
府
并
部
下
諸
国
」
の
六
位
以
下
の
人
が
も
し
「
使

に
随
い
て
」（
6
）船

で
赴
く
場
合
に
は
、
沿
海
諸
国
が
通
例
通
り
に
供
給（
食
糧
の
支
給
）を

行
う
も
定
め
て
い
る
。
さ
ら
に
四
等
官
の
み
な
ら
ず
史
生
も
同
じ
扱
い
で
あ
る
が
、
こ
れ
は

「
但
」
以
下
で
は
な
く
全
体
に
か
か
る
規
定
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
よ
り
周
防
の
国
司
は
伝
馬

で
の
赴
任
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
り
、
養
老
6
年
格
と
合
わ
せ
れ
ば
、
赴
任
は
伝
馬
、
公
務
に

よ
る
上
京
に
は
駅
馬
を
利
用
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
理
解
で
き
よ
う
。

三　

周
防
国
に
お
け
る
駅
馬
と
伝
馬

　

全
国
の
駅
馬
・
伝
馬
の
設
置
状
況
は
、『
延
喜
式
』
兵
部
省
諸
国
駅
伝
馬
条
に
見
え
る
。

例
を
尾
張
国
に
取
る
と

　

尾
張
国
駅
馬
〈
馬
津
、
新
溝
、
両
村
各
十
疋
〉　

伝
馬
〈
海
部
、
愛
智
郡
各
五
疋
〉

の
よ
う
に
、
駅
家
の
名
称
と
駅
馬
数
、
そ
れ
に
伝
馬
設
置
の
郡
名
と
伝
馬
数
が
記
さ
れ
て
い

る
。
尾
張
は
中
路
で
あ
る
東
海
道
に
属
す
る
か
ら
各
駅
の
馬
が
10
疋
で
あ
る
の
は
、
厩
牧
令

置
駅
馬
条
の
規
定
に
合
致
す
る
。
し
か
る
に
同
国
は
8
郡
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
伝
馬
が

置
か
れ
た
の
は
わ
ず
か
2
郡
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
の
置
か
れ
た
海
部
・
愛
智
郡
は
、
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い
ず
れ
も
駅
路
た
る
東
海
道
の
通
る
郡
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
本
来
す
べ
て
の
郡
に
置

か
れ
て
い
た
伝
馬
が
、
駅
路
が
通
る
郡
に
の
み
置
か
れ
る
よ
う
に
変
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
伝
馬
の
制
の
変
遷
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

そ
こ
で
『
延
喜
式
』
の
う
ち
周
防
国
が
属
す
る
山
陽
道
諸
国
を
あ
げ
て
み
る（
史
料
4
）。

　

播
磨
国
駅
馬
〈�

明
石
卅
疋
、
賀
古
卌
疋
、
草
上
卅
疋
、
大
市
、
布
勢
、
高
田
、
野
磨
各
廿

疋
、
越
部
、
中
川
各
五
疋
〉

　

備
前
国
駅
馬
〈
坂
長
、
珂
磨
、
高
月
各
廿
疋
、
津
高
十
四
疋
〉

　

備
中
国
駅
馬
〈
津
峴
、
河
辺
、
小
田
、
後
月
各
廿
疋
〉

　

備
後
国
駅
馬
〈
安
那
、
品
治
、
者
度
各
廿
疋
〉

　

安
芸
国
駅
馬
〈�

真
良
、
梨
葉
、
都
宇
、
鹿
附
、
木
綿
、
大
山
、
荒
山
、
安
芸
、
伴
部
、
大

町
、
種
箆
、
濃
唹
、
遠
管
各
廿
疋
〉

　

周
防
国
駅
馬
〈
石
国
、
野
口
、
周
防
、
生
屋
、
平
野
、
勝
間
、
八
千
、
賀
宝
各
廿
疋
〉

　

長
門
国
駅
馬
〈�

阿
潭
、
厚
狭
、
埴
生
、
宅
賀
、
臨
門
各
廿
疋
、
阿
津
、
鹿
野
、
意
福
、
由

宇
、
三
隅
、
参
美
、
垣
田
、
阿
武
、
宅
佐
、
小
川
各
三
疋
〉

　

駅
家
名
と
駅
馬
数
を
見
て
い
く
と
、
播
磨
は
9
駅
、
備
前
は
4
駅
、
備
中
は
4
駅
、
備
後

は
3
駅
、
安
芸
は
13
駅
、
周
防
は
8
駅
、
そ
し
て
長
門
に
は
15
駅
あ
っ
た
。
播
磨
・
備
前
・

長
門
の
一
部
の
駅
を
除
き
、
基
本
的
に
各
駅
に
駅
馬
が
20
疋
置
か
れ
て
い
る
の
は
厩
牧
令
置

駅
馬
条
の
規
定
に
合
致
す
る
。
た
だ
し
こ
れ
は
後
述
す
る
よ
う
に
厩
牧
令
以
来
変
化
が
な

か
っ
た
の
で
は
な
く
、
改
変
の
結
果
で
あ
る
。

　

馬
数
が
例
外
と
な
る
駅
の
う
ち
、
播
磨
の
明
石
と
草
上
駅
は
30
疋
、
賀
古
駅
は
40
疋
も
置

か
れ
る（
後
述
）。
一
方
5
疋
し
か
置
か
れ
な
い
播
磨
の
越
部
・
中
川
駅
は
、
草
上
駅
か
ら
美

作
へ
と
分
か
れ
る
支
路
の
駅
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
支
路
の
行
く
美
作
国
に
は
駅
が
置
か
れ
て

い
な
い
。
そ
れ
は
苫
東
郡
に
あ
る
美
作
国
府
へ
向
か
う
支
路
上
の
英
多
郡
と
勝
田
郡
の
郡
家

が
、
駅
の
機
能
を
果
た
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
て
い
る（
7
）。
14
疋
の
備
前
国
津

高
駅
に
つ
い
て
は
明
確
で
は
な
い
が
、
国
府
が
山
陽
道
か
ら
は
ず
れ
、
そ
こ
へ
迂
回
す
る
支

路
が
国
府
に
近
い
津
高
駅
を
通
ら
な
か
っ
た
た
め
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る（
8
）。

そ
し
て
最

後
に
3
疋
ず
つ
の
長
門
の
阿
津
以
下
の
10
駅
は
、
山
陽
道
上
の
厚
狭
駅
か
ら
分
岐
し
て
山
陰

道
へ
と
向
か
う
支
路
に
置
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
て
は
石
見
国
の
駅
路
と
連
絡
し
て
い

た
と
み
ら
れ
て
い
る（
9
）。

　

さ
て
、
こ
こ
に
見
え
る
周
防
の
駅
の
比
定
地
は
次
の
よ
う
で
あ
り（
10
）、

こ
の
う
ち
勝
間

駅
が
周
防
国
府
に
付
属
し
た
と
み
ら
れ
る
。

　
　

石
国（
い
わ
く
に
）駅
：
玖
珂
郡
石
国
郷
の
地
。
岩
国
市
関
戸
小
字
駅
口

　
　

野
口
駅
：
玖
珂
郡
野
口
郷
の
地
。
岩
国
市
玖
珂
町
野
口

　
　

周
防
駅
：
熊
毛
郡
周
防
郷
・
駅
家
郷
の
地
。
光
市
小
周
防
説
、
周
南
市
呼
坂
説

　
　

生
屋
駅
：
都
濃
郡
生
屋
郷
・
駅
家
郷
の
地
。
下
松
市
生
野
屋（
い
く
の
や
）

　
　

平
野
駅
：
都
濃
郡
平
野
郷
・
駅
家
郷
の
地
。
周
南
市
平
野

　
　

勝
間
駅
：
佐
波
郡
勝
間
郷
の
地
。
防
府
市
佐
波
令
字
勝
間
・
馬
屋
田

　
　

八
千（
や
ち
）駅
：
吉
城
郡
八
千
郷
の
地
。
山
口
市
鋳
銭
司
付
近

　
　

賀
宝（
か
が
ほ
）駅
：
吉
敷
郡
賀
宝
郷
の
地
。
山
口
市
嘉
川

　

こ
れ
ら
の
駅
家
を
結
ぶ
山
陽
道
上
で
詠
ま
れ
た
歌
が
『
万
葉
集
』
に
あ
る（
11
）。

　

周
防
な
る　

磐
国
山
を　

越
え
む
日
は　

手
向
よ
く
せ
よ　

荒
し
そ
の
道

　
　
　

右
の
一
首
、
少
典
山
口
忌
寸
若
麻
呂（
巻
四−

五
六
七
）

　

こ
の
歌
は
左
注
に
よ
る
と
、
天
平
二（
七
三
〇
）年
に
脚
に
生
じ
た
瘡
に
苦
し
む
大
宰
帥
の

大
伴
旅
人
が
馳
駅
し
て
、
遺
言
を
伝
え
る
た
め
庶
弟
の
大
伴
稲
公
と
甥
の
大
伴
胡
麻
呂
を
都

か
ら
呼
び
寄
せ
た
の
で
、
彼
ら
は
駅
使
と
し
て
大
宰
府
に
赴
い
た
が
、
数
旬
後
に
平
伏
し
た
。

そ
こ
で
大
宰
府
か
ら
帰
京
す
る
に
あ
た
っ
て
、
大
監
の
大
伴
百
代
と
少
典
の
山
口
若
麻
呂
、

そ
れ
に
旅
人
の
子
の
家
持
ら
が
、
駅
使
を
見
送
り
に
夷
守
駅（
福
岡
県
糟
屋
郡
粕
屋
町
に
比

定
）ま
で
来
た
時
に
、
山
口
若
麻
呂
が
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。

　

詠
み
込
ま
れ
た
磐
国
山
は
、
岩
国
市
の
欽
明
路
峠
か
と
み
ら
れ
て
い
る（
12
）。

欽
明
路
峠

は
周
防
東
部
の
石
国
駅
と
野
口
駅
と
の
中
間
に
あ
り
、「
荒
し
そ
の
道
」
と
あ
る
よ
う
に
特

に
険
し
い
山
道
で
あ
る
。
駅
路
上
の
難
所
な
の
で
、
峠
の
神
に
旅
の
無
事
を
祈
っ
て
手
向
を

行
う
こ
と
を
勧
め
て
い
る
。
そ
こ
を
越
え
て
安
芸
国
に
入
れ
ば
、文
字
通
り
「
山
を
越
し
た
」

と
い
う
意
識
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
『
延
喜
式
』
で
は
周
防
に
上
記
8
駅
が
置
か
れ
て
い
た
が
、
大
同
二（
八
〇
七
）

年
十
月
以
前
は
10
駅
あ
っ
た
。
そ
れ
を
示
す
の
が
同
年
十
月
二
十
五
日
太
政
官
符（『
類
聚
三

代
格
』）（
史
料
5
）で
あ
る
。

　

太
政
官
符

　
　

応
レ
減
二
省
駅
馬
参
佰
肆
拾
疋
一
事

　
　
　

山�
城
国
九
駅
十
疋
〈
元
卅
疋
〉　

摂
津
国
五
駅
七
十
五
疋
〈
元
駅
別
卅
五
疋
、
今

減
二
駅
別
十
五
疋
一
〉

　
　
　

播
磨
国
九
駅
卅
五
疋　

備
前
国
四
駅
廿
疋

　
　
　

備
中
国
五
駅
廿
五
疋　

備
後
国
五
駅
廿
五
疋
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安
芸
国
十
三
駅
六
十
五
疋　

周
防
国
十
駅
五
十
疋

　
　
　

長
門
国
五
駅
廿
五
疋
〈
已
上
、
元
駅
別
廿
五
疋
〉

　
　
　
　

已
上
五
十
一
駅
、
駅
別
減
二
五
疋
一

右
検
二
案
内
一、
太
政
官
今
月
廿
日
下
二
彼
省
一
符
偁
、
大
宰
府
解
偁
、
筑
前
国
九
駅
、
豊

前
国
二
駅
、
惣
十
一
箇
駅
、
是
従
二
府
下
一
向
レ
京
之
大
路
。
元
来
駅
別
置
二
馬
廿
疋
一。
而

今
貢
上
雑
物
減
省
過
レ
半
、
逓
送
之
労
、
少
二
於
旧
日
一。
人
馬
徒
多
、
乗
用
有
レ
余
。
望
請
、

駅
別
減
二
五
疋
一、
以
二
十
五
疋
一
為
レ
定
者
、
右
大
臣
宣
、
奉
レ
勅
、
依
レ
請
者
、
今
被
二
右

大
臣
宣
一
偁
、
奉
レ
勅
、
一
府
之
馬
、
既
従
二
減
省
一、
路
次
諸
国
亦
依
レ
件
減
。

　

こ
の
太
政
官
符
の
5
日
前
の
十
月
二
十
日
に
彼
省（
兵
部
省
）に
下
し
た
太
政
官
符
に
よ
り
、

筑
前
・
豊
前
の
11
駅
の
駅
馬
を
20
疋
か
ら
15
疋
に
減
じ
た
。
こ
れ
ら
は
九
州
内
で
大
宰
府
と

京
を
結
ぶ
道
、
す
な
わ
ち
山
陽
道
に
連
な
る
大
路
の
駅
で
あ
っ
た
た
め
、
駅
別
に
20
疋
の
駅

馬
が
置
か
れ
て
い
た
が
、
貢
上
す
る
雑
物
が
減
り
逓
送
の
労
が
少
な
く
な
っ
た
こ
と
に
よ
る

削
減
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
後
で
取
り
上
げ
る
前
年
六
月
十
一
日
太
政
官
符（
史
料
9
）を
参
考

に
す
れ
ば
、
海
上
交
通
の
利
用
の
増
加
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う（
13
）。

そ
し
て
こ
の
措
置
に

準
じ
、
十
月
二
十
五
日
に
畿
内
の
2
ヵ
国
と
山
陽
道
の
7
ヵ
国
の
駅
馬
も
減
ら
す
こ
と
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
う
ち
山
城
国
の
9
駅
で
10
疋
と
い
う
の
は
計
算
が
合
わ
ず
、
か
つ
複
数
駅
が
対
象
な

ら
「
元
駅
別
○
疋
」
と
い
う
書
き
方
を
し
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
は
あ
る
1
駅
の
こ
と
で
あ
り
、

「
九
駅
」
は
「
山
崎
駅
」
の
誤
り
と
み
ら
れ
る（
14
）。

そ
し
て
山
陽
道
諸
国
の
各
駅
に
は
元

25
疋
の
駅
馬
が
置
か
れ
て
い
た
の
を
、
5
疋
ず
つ
減
ら
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
削
減
状
況
か

ら
は
、
こ
れ
以
前
の
い
ず
れ
か
の
時
点
で
播
磨
以
西
の
駅
馬
の
数
は
、
厩
牧
令
置
駅
馬
条
に

定
め
る
駅
別
20
疋
か
ら
25
疋
に
増
加
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
20
疋
に

戻
っ
た
結
果
が
、『
延
喜
式
』
兵
部
省
諸
国
駅
伝
馬
条（
史
料
4
）の
馬
数
に
反
映
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
な
お
削
減
の
対
象
駅
は
山
陽
道
上
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
播
磨
の
美
作
へ
の
支

路（
15
）と

、
長
門
の
山
陰
道
連
絡
路
上
の
10
駅
は
対
象
外
で
あ
っ
た
。

　

さ
て
こ
の
太
政
官
符
に
よ
る
と
周
防
は
10
駅
だ
か
ら
、
8
駅
と
す
る
『
延
喜
式
』
ま
で
の

間
に
2
駅
削
減
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
う
ち
1
駅
は
寛
平
元（
八
八
九
）年
六
月
に
停
止
さ
れ
た

大
前（
お
お
さ
き
）駅
で
あ
っ
た（『
日
本
紀
略
』
六
月
六
日
丙
寅
条
）。
そ
れ
は
勝
間
駅
と
八
千
駅

の
間
に
あ
た
る
防
府
市
大
崎
に
比
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
も
う
1
駅
は
駅
間
距
離
か
ら
平
野
駅

と
勝
間
駅
と
の
中
間
か
と
み
ら
れ
て
い
る（
16
）。

　

と
こ
ろ
で
先
の
『
延
喜
式
』
兵
部
省
諸
国
駅
伝
馬
条
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
山
陽
道
諸
国

に
は
い
ず
れ
も
伝
馬
が
見
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
南
海
道
と
並
ん
で
山
陽
道
諸
国
の

大
き
な
特
徴
で
あ
る
。
他
の
諸
道
を
見
る
と
東
海
道
で
は
志
摩
・
甲
斐
・
安
房
国
、
北
陸
道

で
は
若
狭
・
能
登
・
佐
渡
国
、
山
陰
道
で
は
丹
後
・
出
雲
・
石
見
国
、
西
海
道
で
は
豊
前
・

大
隅
国
と
壱
岐
嶋
で
伝
馬
が
見
え
な
い
が
、
道
全
体
で
伝
馬
が
置
か
れ
な
い
の
が
山
陽
道
と

南
海
道
で
あ
る
。
そ
れ
は
何
故
な
の
か
、
追
々
考
え
て
い
こ
う
。

四　

山
陽
道
に
お
け
る
迎
送
の
負
担
と
伝
馬
の
衰
退

　

第
二
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
駅
馬
・
伝
馬
に
つ
い
て
は
国
司
に
よ
る
利
用
を
見
て
取
る
こ

と
が
で
き
た
が
、
そ
れ
以
外
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
官
使
が
利
用
し
た
た
め
、
各
地
で
駅
家
・
駅

馬
や
伝
馬
の
世
話
を
す
る
人
た
ち
の
負
担
が
大
き
く
な
る
と
い
う
弊
害
が
起
こ
っ
て
き
た
。

　

そ
の
一
端
を
示
す
の
が
『
続
日
本
紀
』
天
平
神
護
二（
七
六
六
）年
五
月
丁
丑（
23
）条（
史

料
6
）で
あ
る
。

太
政
官
奏
曰
、
備
前
国
守
従
五
位
上
石
川
朝
臣
名
足
等
解
偁
、
藤
野
郡
者
、
地
是
薄
塉
、

人
尤
貧
寒
。
差
二
科
公
役
一、
触
レ
途
怱
劇
。
承
二
山
陽
之
駅
路
一、
使
命
不
レ
絶
、
帯
二
西
海

之
達
道
一、
迎
送
相
尋
。
馬
疲
人
苦
、
交
不
二
存
済
一。
加
以
、
頻
遭
二
旱
疫
一。
戸
纔
三
郷
、
人

少
役
繁
。
何
能
支
弁
。
伏
乞
、
割
二
邑
久
郡
香
登
郷
、
赤
坂
郡
珂
磨
・
佐
伯
二
郷
、
上
道

郡
物
理
・
肩
背
・
沙
石
三
郷
一、
隷
二
藤
野
郡
一。
又
美
作
国
守
従
五
位
上
巨
勢
朝
臣
浄
成
等

解
偁
、
勝
田
郡
塩
田
村
百
姓
、
遠
二
闊
治
郡
一、
側
二
近
他
界
一。
差
科
・
供
承
、
極
有
二
艱

辛
一。
望
請
、
随
二
所
住
処
一、
便
隷
二
備
前
国
藤
野
郡
一
者
。
奏
可
。

　

備
前
の
こ
と
で
あ
る
が
、
国
守
の
石
川
名
足
ら
が
「
備
前
国
藤
野
郡
は
土
地
が
や
せ
て
お

り
人
々
は
極
め
て
貧
し
い
の
に
労
役
が
多
い
。
山
陽
駅
路
を
利
用
す
る
使
者
が
多
い
だ
け
で

な
く
、
西
海
道
に
通
じ
る
道
で
も
あ
っ
た
た
め
関
係
使
者
の
迎
送
も
重
な
り
、
人
馬
と
も
疲

弊
し
て
い
る
。
し
か
も
頻
発
す
る
旱
害
と
疫
病
の
影
響
も
受
け
て
い
る
。
藤
野
郡
は
わ
ず
か

3
郷
し
か
な
く
人
口
が
少
な
い
た
め
、
重
い
負
担
に
堪
え
き
れ
な
い
」
と
窮
状
を
訴
え
、
他

の
3
郡
か
ら
6
郷
を
割
い
て
藤
野
郡
に
つ
け
る
よ
う
に
し
て
ほ
し
い
と
要
望
し
た
。
一
方
美

作
国
守
も
郡
家
か
ら
遠
い
勝
田
郡
塩
田
村
を
、
備
前
の
藤
野
郡
に
編
入
す
る
よ
う
に
求
め
た
。

そ
れ
ら
を
受
け
て
太
政
官
が
奏
上
し
た
結
果
、
い
ず
れ
も
裁
可
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

駅
制
は
各
駅
に
置
か
れ
た
駅
戸
の
負
担
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
駅
馬
を
飼
養

し（
厩
牧
令
置
駅
馬
条
）、
駅
使
が
駅
馬
に
乗
用
す
る
際
に
は
次
の
駅
ま
で
駅
馬
を
引
い
て
送

り（
公
式
令
給
駅
伝
馬
条
）、
駅
家
の
財
源
と
な
る
駅
田（
田
令
駅
田
条
）を
耕
作
す
る
な
ど
の

仕
事
は
、
駅
戸
の
課
丁
で
あ
る
駅
子
に
よ
っ
て
担
わ
れ
た
。
そ
し
て
駅
戸
中
で
家
口
が
富
み
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事
に
あ
た
れ
る
人
が
駅
長
と
な
り（
同
令
駅
各
置
長
条
）、
駅
の
管
理
・
運
営
を
統
括
し
た
の

で
あ
る
。
そ
の
た
め
使
者
の
往
来
の
激
し
い
山
陽
道
の
駅
戸
の
疲
弊
は
著
し
い
も
の
が
あ
っ

た
。
周
防
で
も
同
じ
状
況
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

山
陽
道
諸
国
の
官
使
の
迎
送
の
負
担
の
重
さ
は
、
次
の
『
続
日
本
紀
』
神
護
景
雲
二

（
七
六
八
）年
三
月
乙
巳
朔
条（
史
料
7
）か
ら
も
う
か
が
え
る
。

先
レ
是
（
前
略
）
山
陽
道
（
巡
察
）
使
左
中
弁
正
五
位
下
藤
原
朝
臣
雄
田
麻
呂
言
、
本
道

郡
伝
路
遠
、
多
致
二
民
苦
一。
乞
復
隷
レ
駅
将
二
迎
送
一。
（
中
略
）
詔
並
許
レ
之
。

　

こ
れ
以
前
に
東
海
・
北
陸
・
山
陽
・
南
海
道
巡
察
使
が
そ
れ
ぞ
れ
巡
察
の
結
果
に
基
づ
き
、

提
言
を
行
っ
て
い
た
。
そ
の
う
ち
山
陽
道
巡
察
使
の
藤
原
雄
田
麻
呂
が
、「
山
陽
道
の
郡
伝

は
路
が
遠
く
、
使
者
の
迎
送
に
た
ず
さ
わ
る
民
の
負
担
が
大
き
い
た
め
、
再
び
駅
で
迎
送
す

る
よ
う
に
し
て
ほ
し
い
」
と
提
言
し
、
こ
の
日
裁
可
さ
れ
た
の
で
あ
る
。「
郡
伝
路
」
か
ら

「
伝
路
」
と
い
う
概
念
を
導
く
こ
と
が
あ
る
が
、
上
の
よ
う
に
読
み
、
郡
家
を
つ
な
い
で
行

く
道
、
す
な
わ
ち
伝
馬
の
道
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う（
17
）。「

復
駅
に
隷
き
て
」
と
あ
る
か

ら
、
一
旦
は
駅
馬
か
ら
伝
馬
に
よ
る
迎
送
に
変
化
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
天
平
宝
字

元（
七
五
七
）年
五
月
に
「
頃
者
、上
下
諸
使
、惣
附
二
家
一
。
於
レ
理
不
レ
隠
。
亦
苦
二
駅
子
一
」

（『
続
日
本
紀
』
五
月
乙
卯
条
）と
い
う
よ
う
に
、
諸
使
の
往
還
に
も
っ
ぱ
ら
駅
馬
が
利
用
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
た
め
、
駅
子
が
苦
し
ん
で
い
る
と
の
理
由
で
、
全
国
的
に
令
の
規

定
に
戻
し
た
こ
と
を
指
そ
う
。
し
か
し
そ
れ
に
よ
り
、
今
度
は
伝
馬
を
維
持
す
る
人
た
ち
の

負
担
が
重
く
な
り
、
こ
こ
に
元
に
戻
し
た
よ
う
で
あ
る
。

　

先
に
見
た
よ
う
に
、
公
式
令
朝
集
使
条（
史
料
1
）に
よ
れ
ば
、
山
陽
道
で
は
安
芸
・
周
防
・

長
門
の
3
ヵ
国
の
朝
集
使
は
駅
馬
の
乗
用
が
許
さ
れ
て
い
た
一
方
、
神
亀
三（
七
二
六
）年
八

月
の
太
政
官
処
分（
史
料
3
）で
、
備
後
・
安
芸
・
周
防
・
長
門
国
の
新
任
国
司
の
赴
任
に
は

伝
符
を
支
給
さ
れ
、
伝
馬
を
利
用
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
同
じ
国
司
で
あ

り
な
が
ら
、
用
件
に
よ
っ
て
駅
馬
・
伝
馬
の
使
い
分
け
が
さ
れ
て
い
た
の
だ
が
、
こ
こ
に
山

陽
道
諸
国
で
は
国
司
の
み
な
ら
ず
全
て
の
官
使
が
駅
馬
を
利
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
理
解

で
き
よ
う
。
そ
の
場
合
、新
任
国
司
は
太
政
官
処
分
に
従
い
伝
符
を
支
給
さ
れ
、そ
れ
に
従
っ

た
数
の
駅
馬
を
利
用
し（
18
）、

駅
家
で
供
給
を
受
け
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
な
る
と
伝
馬
の

利
用
は
極
め
て
限
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
重
要
性
は
著
し
く
低
下
し
た
の
で
あ
る
。

　

な
お
八
木
充
氏
は
、
伝
馬
が
置
か
れ
た
周
防
の
郡
家
は
山
陽
道
ル
ー
ト
に
面
し
て
設
置
さ

れ
、
伝
使
も
山
陽
道
を
通
過
し
た
と
推
測
さ
れ
た（
19
）。

ま
た
吉
本
昌
弘
氏
は
、
備
前
で
は

全
郡
家
は
駅
路
に
沿
っ
て
立
地
し
て
い
る
と
し
、
し
か
も
そ
れ
は
播
磨
を
は
じ
め
と
し
た
一

般
的
な
傾
向
で
あ
る
と
さ
れ
る（
20
）。

こ
れ
に
従
え
ば
史
料
7
の
「
本
道
郡
伝
路
遠
」
と
は

裏
腹
に
、
山
陽
道
諸
国
を
通
過
す
る
伝
使
は
駅
路
か
ら
は
ず
れ
た
ル
ー
ト
を
通
る
こ
と
は
な

く
、
そ
の
部
分
の
伝
馬
の
道
は
駅
路
に
解
消
し
た
の
で
あ
る
。

五　

山
陽
道
に
お
け
る
伝
馬
の
廃
止

　

こ
う
し
た
情
勢
の
下
、
伝
馬
の
意
義
は
全
国
的
に
次
第
に
低
く
な
る
。
そ
し
て
延
暦
十
一

（
七
九
二
）年
六
月
に
、
軍
毅
が
軍
団
兵
士
を
非
理
に
駆
使
し
、
国
司
が
意
の
ま
ま
に
伝
馬
を

乗
用
す
る
と
い
う
弊
害
が
生
じ
て
い
る
と
し
て
、
軍
団
兵
士
は
陸
奥
・
出
羽
・
佐
渡
と
大
宰

府
管
内
諸
国
を
除
い
て
、
そ
し
て
伝
馬
は
全
国
的
に
廃
止
さ
れ
た（『
類
聚
三
代
格
』
延
暦

二
十
一
年
十
二
月
太
政
官
符
所
引
延
暦
十
一
年
六
月
七
日
勅
書
）。
周
防
の
伝
馬
も
全
廃
さ

れ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
る
に
兵
士
は
長
門
で
延
暦
二
十
一
年
十
二
月
に
復
置
さ
れ（
同
右

太
政
官
符
）、
伝
馬
も
延
暦
二
十
四
年
四
月
に
は
「
令
下
土
左
国
帯
二
駅
路
一
郡
、
加
中
置
伝

馬
五
匹
上
。
以
二
新
開
之
路
、山
谷
峻
深
一
也
」（『
日
本
後
紀
』
四
月
甲
辰
条
）と
い
う
よ
う
に
、

土
佐
国
の
事
例
で
は
あ
る
が
復
活
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
し
か
も
そ
こ
で
は
駅
路
が

通
過
す
る
郡
の
み
の
伝
馬
を
増
加
さ
せ
て
お
り
、『
延
喜
式
』
に
見
え
る
駅
路
の
通
過
す
る

郡
に
の
み
伝
馬
が
置
か
れ
る
と
い
う
状
況
へ
の
傾
斜
が
う
か
が
え
る
。

　

し
か
し
復
活
し
て
も
伝
馬
の
使
途
が
限
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
変
わ
り
は
な
か
っ
た
。『
日

本
後
紀
』
弘
仁
三（
八
一
二
）年
五
月
乙
丑（
8
）条（
史
料
8
）は
次
の
よ
う
に
語
る
。

伊
勢
国
言
、
伝
馬
之
設
、
唯
送
二
新
任
之
司
一、
自
外
無
レ
所
二
乗
用
一。
今
自
二
桑
名
郡
榎
撫

駅
一、
達
二
尾
張
国
一。
既
是
水
路
、
而
徒
置
二
伝
馬
一、
久
成
二
民
労
一。
伏
請
一
従
二
停
止
一、
永

息
二
煩
労
一。
許
レ
之
。

　

伊
勢
国
が
、
伝
馬
は
新
任
国
司
を
送
る
だ
け
で
、
他
に
乗
用
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
と
い
う

状
況
を
指
摘
し
た
上
で
、
桑
名
郡
の
榎
撫
駅
か
ら
尾
張
国
に
至
る
道
は
水
路
で
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
伝
馬
を
置
い
て
お
り
民
に
負
担
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
し
て
、
伝
馬
の
廃
止
を

申
請
し
認
可
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
水
路
は
伊
勢
・
尾
張
国
の
境
を
流
れ
る
揖
斐
・
長
良
・

木
曽
川
の
い
わ
ゆ
る
木
曽
三
川
で
あ
る
。
伝
馬
は
も
っ
ぱ
ら
新
任
国
司
の
赴
任
用
に
特
化
さ

れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

こ
の
こ
と
は
先
の
土
佐
国
で
、
駅
路
通
過
の
郡
に
の
み
伝
馬
を
増
加
さ
せ
た
こ
と
の
要
因

を
示
す
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
新
任
国
司
が
赴
任
国
へ
行
く
に
は
、
駅
路
を
通
る
の
が
最

短
距
離
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
い
く
ら
伝
馬
を
利
用
す
る
と
い
っ
て
も
、
駅
路
か
ら
離
れ
た

郡
を
辿
り
つ
つ
進
ん
で
い
け
ば
遠
回
り
に
な
る
か
ら
、
駅
路
に
近
い
郡
家
を
辿
っ
て
、
伝
馬
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を
乗
り
継
い
で
行
っ
た
は
ず
で
あ
る
。『
延
喜
式
』
段
階
で
駅
路
の
通
過
す
る
郡
に
し
か
伝

馬
が
置
か
れ
な
く
な
っ
て
い
た
の
は
、
こ
の
た
め
で
あ
る
。

　

そ
し
て
新
任
国
司
に
限
ら
れ
る
と
い
う
伝
馬
使
用
状
況
は
、
伊
勢
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は

な
か
ろ
う
。
山
陽
道
で
は
神
護
景
雲
二（
七
六
八
）年
三
月（
史
料
7
）に
迎
送
は
す
べ
て
駅
馬

に
よ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
、
そ
れ
が
維
持
さ
れ
て
い
れ
ば
伝
馬
の
使
用
は
国
内
用
に

限
ら
れ
、
他
道
に
比
べ
て
い
っ
そ
う
限
定
的
な
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　

他
に
も
山
陽
道
に
お
け
る
迎
送
の
負
担
の
重
さ
を
物
語
る
史
料
が
あ
る
。そ
の
1
つ
は『
日

本
後
紀
』
大
同
元（
八
〇
六
）年
六
月
癸
巳
朔
条（
史
料
9
）で
あ
る
。

山
陽
道
観
察
使
正
四
位
下
藤
原
朝
臣
園
人
言
、
西
海
道
年
中
入
レ
京
雑
使
、
其
数
繁
多
。

而
此
道
疲
弊
、
殊
二
於
他
堺
一。
検
二
察
其
由
一、
率
縁
二
迎
送
无
レ
息
、
不
一
レ
得
レ
顧
レ
私
。

伏
望
西
海
道
府
・
国
五
位
已
上
、
自
レ
今
以
後
、
自
レ
非
二
秩
満
・
解
任
一
者
、
不
レ
聴
二

輙
入
一
レ
京
者
。
許
レ
之
。

　

観
察
使
は
五
月
二
十
四
日
に
六
道
観
察
使
が
置
か
れ
た
ば
か
り
で
あ
る（
五
月
丁
亥
条
）。

そ
の
う
ち
山
陽
道
観
察
使
の
藤
原
園
人
が
、
山
陽
道
諸
国
は
西
海
道
諸
国
か
ら
の
入
京
使
が

多
く
、
そ
の
迎
送
に
苦
し
み
疲
弊
し
て
い
る
の
で
、
大
宰
府
と
西
海
道
諸
国
の
五
位
以
上
の

官
人
に
つ
い
て
は
、
秩
満（
任
期
満
了
）・
解
任
以
外
で
の
在
任
中
の
入
京
を
禁
止
し
て
ほ
し

い
と
申
請
し
、
裁
可
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
任
命
直
後
に
こ
の
問
題
が
政
府
に
提
出
さ
れ
た
の

は
、
迎
送
に
よ
る
山
陽
道
の
疲
弊
が
常
態
化
し
、
看
過
で
き
な
い
ほ
ど
深
刻
化
し
て
お
り
、

そ
の
解
決
が
望
ま
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
中
、
そ
の
弊
害
を
解
消
す
べ
く
10
日
後
の
大
同
元（
八
〇
六
）年
六
月
十
一
日
に

次
の
太
政
官
符（『
類
聚
三
代
格
』）が
出
さ
れ
た（
史
料
10
）。

太
政
官
符

　
　

応
下
新
任
国
司
従
二
海
路
一
赴
上
レ
任
事

右
得
二
山
陽
道
観
察
使
解
一
偁
、
駅
戸
百
姓
逓
二
送
使
命
一、
山
谷
峡
深
、
人
馬
疲
弊
。
望

請
、
当
道
諸
国
新
任
司
等
、
准
二
西
海
道
一、
一
従
二
海
路
一
令
レ
赴
二
任
所
一
者
、
右
大
臣

宣
、
奉
レ
勅
、
依
レ
請
。

　

前
述
の
よ
う
に
神
護
景
雲
二
年
三
月
に
山
陽
道
で
は
、
新
任
国
司
の
赴
任
も
含
め
全
て
の

官
使
は
駅
馬
を
使
っ
て
迎
送
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
の
た
め
駅
戸
の
負
担
が
大
き
く

な
っ
た
。
そ
こ
で
こ
の
時
に
山
陽
道
観
察
使
の
申
請
に
従
い
、
山
陽
道
諸
国
の
新
任
国
司
が

赴
任
す
る
際
は
、
西
海
道
に
準
じ
て
海
路
を
利
用
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
西
海
道

で
は
新
任
国
司
の
赴
任
に
海
路
を
使
用
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
と
と
も
に
、
そ
れ
に
倣
っ

て
山
陽
道
で
も
同
様
の
措
置
を
と
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
こ
に
周
防
・
長
門
国
司
の
赴
任
は
、

伝
馬
→
駅
馬
→
海
路
利
用
と
い
う
変
遷
を
遂
げ
た
こ
と
に
な
る
。

　

神
亀
三
年
八
月
の
太
政
官
処
分（
史
料
3
）に
よ
る
と
、
大
宰
府
と
西
海
道
諸
国
の
五
位
以

上
の
新
任
官
人
の
赴
任
に
は
伝
符
を
支
給
す
る
こ
と
に
な
り
、
六
位
以
下
の
官
人
は
「
便
に

随
い
」
船
を
利
用
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
先
の
六
月
一
日
の
措
置（
史
料
9
）で
は
、
大
宰
府

と
西
海
道
諸
国
の
五
位
以
上
の
官
人
の
入
京
を
制
限
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
時
、

山
陽
道
諸
国
の
迎
送
負
担
の
減
少
を
図
る
た
め
、
あ
わ
せ
て
彼
ら
の
海
路
赴
任
を
定
め
た
可

能
性
が
森
哲
也
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
が（
21
）、

後
述
す
る
よ
う
に
疑
問
が
残
る
。

　

山
陽
道
諸
国
が
西
海
道
諸
国
の
新
任
国
司
と
と
も
に
海
路
を
利
用
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、

既
に
駅
馬
に
よ
る
迎
送
を
行
っ
て
い
た
上
に
、
他
国
で
も
「
唯
送
新
任
之
司
、
自
外
無
所
乗

用
」
と
限
定
的
な
利
用
し
か
さ
れ
な
か
っ
た
伝
馬
は
、
山
陽
道
に
お
い
て
そ
の
存
在
価
値
を

ほ
ぼ
失
う
こ
と
に
な
っ
た
。
大
宰
府
・
西
海
道
諸
国
の
六
位
以
下
の
官
人
も
「
随
便
」
と
は

言
い
な
が
ら
、
多
く
の
場
合
は
船
を
利
用
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。『
延
喜
式
』
で
山
陽
道
に

は
伝
馬
が
置
か
れ
て
い
な
い
と
い
う
状
況
を
最
終
的
に
作
っ
た
の
は
、
こ
の
大
同
元
年
六
月

十
一
日
太
政
官
符
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
大
同
二
年
十
月
二
十
五
日
太
政
官
符（
史
料
5
）が
出

る
ま
で
は
、
駅
馬
が
25
疋
と
い
う
よ
う
に
厩
牧
令
よ
り
5
疋
増
え
て
い
た
。
こ
れ
は
伝
馬
が

な
く
な
っ
た
結
果
、
そ
の
分
を
駅
馬
に
加
え
た
も
の
で
あ
ろ
う（
22
）。

　

そ
し
て
こ
の
海
路
赴
任
方
式
が
『
延
喜
式
』
に
も
規
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
ず
は

太
政
官
式
の
新
任
国
司
食
伝
条（
史
料
11
）で
あ
る
。

凡
新
任
国
司
赴
レ
任
者
、
伊
賀
・
伊
勢
・
近
江
・
丹
波
・
播
磨
・
紀
伊
等
六
国
、
並
不

レ
給
二
食
・
馬
一。
志
摩
・
尾
張
・
参
河
・
美
濃
・
若
狭
・
越
前
・
丹
後
・
但
馬
・
美
作
・

淡
路
等
十
国
、
准
レ
位
給
二
食
并
蒭
一。
山
陽
道
備
前
以
西
、
及
南
海
・
西
海
三
道
等
国
、

並
取
二
海
路
一、
給
レ
食
如
レ
法
。
自
余
諸
国
及
大
宰
帥
・
大
弐
皆
給
二
伝
符
一
〈
講
読
師
赴

レ
任
准
レ
此
。
唯
不
レ
給
二
伝
符
一
〉
。

　

こ
の
規
定
の
淵
源
は
神
亀
三
年
八
月
の
太
政
官
処
分（
史
料
3
）で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
い
く

ら
か
の
変
更
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
前
者
で
は
「
給
食
」
に
分
類
さ
れ
て
い
た
志
摩
・
尾
張
以

下
の
12
ヵ
国
中
に
あ
っ
た
備
前
・
備
中
が
消
え
て
10
ヵ
国
に
な
り
、
か
つ
蒭
も
支
給
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
備
前
以
西
の
山
陽
道
諸
国
の
新
任
国
司
は
、
南
海
道
・
西
海

道
に
準
じ
て
海
路
で
赴
任
し
、
食
料
を
支
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た（
23
）。

そ
れ
よ
り
東
の

播
磨
は
食
も
馬
も
支
給
さ
れ
ず
、
美
作
は
食
と
蒭
を
支
給
さ
れ
る
国
に
留
ま
っ
た
。
先
の
大

同
元
年
六
月
十
一
日
太
政
官
符（
史
料
10
）で
は
山
陽
道
諸
国
全
体
の
新
任
国
司
が
海
路
赴
任
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す
る
規
定
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
備
前
以
西
の
国
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。

　

も
う
1
つ
は
民
部
式
下
の
国
司
赴
任
条（
史
料
12
）で
あ
る
。

凡
山
陽
・
南
海
・
西
海
道
等
府
・
国
、
新
任
官
人
赴
レ
任
者
、
皆
取
二
海
路
一。
仍
令
二
縁
海

国
依
レ
例
給
一
レ
食
〈
但
西
海
道
国
司
到
レ
府
、
即
乗
二
伝
馬
一
〉
。
其
大
弐
已
上
乃
取
二
陸

路
一。

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
山
陽
道
諸
国
の
新
任
国
司
は
、
南
海
・
西
海
道
諸
国
及
び
大
宰
府
の
新
任

国
司
・
官
人
と
と
も
に
、
赴
任
に
あ
た
っ
て
は
海
路
を
取
り
、
縁
海
諸
国
が
食
料
を
支
給
す

る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
先
の
太
政
官
式
の
備
前
以
西
と
す
る
限
定
規
定
が
こ
こ
に
は
な
い

が
、
両
者
は
一
体
に
理
解
す
べ
き
で
、
後
者
も
「
備
前
以
西
」
を
含
意
し
て
い
る
と
み
ら
れ

よ
う
。

　

次
に
太
政
官
式
で
は
大
宰
府
の
帥
と
大
弐
に
は
伝
符
を
給
い
、
こ
こ
で
は
陸
路
を
取
る
こ

と
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
い
ず
れ
も
陸
路
を
伝
馬
で
行
く
よ
う
に
理
解
で
き
る
。
神
亀
三
年

八
月
太
政
官
処
分（
史
料
3
）で
も
大
宰
府
の
五
位
以
上
の
官
人
、
す
な
わ
ち
官
位
令
の
相
当

位
階
に
よ
れ
ば
少
弐
以
上
は
、
伝
符
を
給
う
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、「
随
レ
使
駕
レ
船
」
と
い

う
「
自
外
」
の
官
人
と
は
区
別
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る（
24
）。

し
た
が
っ
て
大
宰
府
の
高
官

は
陸
路
を
進
ん
だ
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
海
難
の
危
険
を
避
け
る
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
。
た

だ
し
実
際
に
は
山
陽
道
諸
国
の
伝
馬
は
廃
止
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
伝
符
を
支
給
さ
れ
て
も
伝

馬
を
利
用
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
前
述
の
よ
う
に
駅
馬
に
乗
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

六　

山
陽
道
駅
館
の
特
徴

　

山
陽
道
諸
国
の
駅
家
に
は
1
つ
の
特
徴
が
見
ら
れ
た
。
そ
れ
を
示
す
の
が
『
日
本
後
紀
』

大
同
元（
八
〇
六
）年
五
月
丁
丑（
14
）条（
史
料
13
）で
あ
る
。

勅
、
備
後
・
安
芸
・
周
防
・
長
門
等
国
駅
館
、
本
備
二
蕃
客
一、
瓦
葺
粉
壁
。
頃
年
百
姓
疲

弊
、
修
造
難
レ
堪
。
或
蕃
客
入
朝
者
、
便
従
二
海
路
一。
其
破
損
者
、
農
閑
修
理
。
但
長
門

国
駅
者
、
近
臨
二
海
辺
一、
為
二
人
所
一
レ
見
。
宜
二
特
加
レ
労
、
勿
一
減
二
前
制
一。
其
新
造
者
、

待
二
定
樣
一
造
之
。

　

備
後
・
安
芸
・
周
防
・
長
門
国
の
駅
館
は
、
蕃
客
の
往
来
に
備
え
て
瓦
葺
・
白
壁
で
造
ら

れ
て
い
る
が
、
最
近
は
百
姓
が
疲
弊
し
て
お
り
修
造
で
き
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
蕃
客
は
海

路
で
入
京
し
て
い
る
と
し
て
、
農
閑
期
に
駅
館
の
破
損
を
修
理
す
る
こ
と
を
命
じ
て
い
る
の

で
あ
る
。
ま
た
長
門
の
駅
は
海
に
近
く
蕃
客
か
ら
見
え
る
の
で
、
特
に
そ
の
維
持
に
努
め
、

新
造
す
る
場
合
は
定
様
に
従
っ
て
造
れ
と
も
命
じ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
山
陽
道
諸
国
の
駅
館
は
、
そ
の
美
麗
な
建
築
を
外
国
使
節
に
見
せ
て
、
国
威

を
発
揚
す
る
と
い
う
機
能
を
期
待
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
宝
亀
年
間
以
降
こ
の
勅

ま
で
に
来
朝
し
た
外
国
使
節
で
山
陽
道
な
い
し
瀬
戸
内
海
を
東
上
し
た
の
は
、
確
実
な
と
こ

ろ
で
は
新
羅
使
と
唐
使
に
1
度
ず
つ
あ
る
だ
け
で（
25
）、

外
国
使
節
が
入
京
時
に
山
陽
道
・

瀬
戸
内
海
を
通
過
し
た
実
例
は
き
わ
め
て
少
な
い
。
た
だ
入
京
し
た
外
国
使
節
が
送
使
に
送

ら
れ
て
帰
国
す
る
際
は
、
難
波
津
か
ら
乗
船
し
た
の
で
、
瀬
戸
内
沿
い
の
駅
館
を
目
に
し
た

で
あ
ろ
う
。
い
つ
来
る
か
わ
か
ら
ぬ
外
国
使
節
に
備
え
た
措
置
で
あ
っ
た
。

　

播
磨
国
で
は
山
陽
道
沿
い
に
、
あ
る
程
度
の
間
隔
を
も
っ
て
「
国
府
系
瓦
」
が
出
土
す
る

地
点
が
、
駅
家
跡
と
推
定
さ
れ
た（
26
）。

そ
の
う
ち
第
一
節
で
見
た
た
つ
の
市
小
犬
丸
遺
跡

（
布
勢
駅
家
跡
）や
上
郡
町
落
地
遺
跡
飯
坂
地
区（
野
磨
駅
家
跡
）で
は
瓦
葺
建
物
が
見
つ
か
り
、

特
に
後
者
で
は
赤
色
塗
料（
ベ
ン
ガ
ラ
）の
付
い
た
瓦
や
壁
土
片
、
白
色
土
塊
が
出
土
し
て
、

「
瓦
葺
粉
壁
」
の
存
在
を
実
証
し
、
か
つ
朱
塗
り
の
柱
だ
っ
た
こ
と
も
判
明
し
た
と
こ
ろ
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
山
陽
道
で
は
備
後
・
安
芸
・
周
防
・
長
門
以
外
の
国
の
駅
館
も
「
瓦
葺

粉
壁
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。

　

な
お
外
国
使
節
は
瀬
戸
内
海
を
行
く
こ
と
が
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
航
路
を
考
え
る
上

で
参
考
に
な
る
の
が
、
天
平
八（
七
三
六
）年
六
月
に
派
遣
さ
れ
た
遣
新
羅
使
で
あ
る
。
彼
ら

が
船
で
難
波
津
を
出
発
し
た
後
、
旅
の
途
次
で
詠
ん
だ
歌
が
『
万
葉
集
』
巻
一
五
に
残
る
。

　

そ
こ
に
詠
み
込
ま
れ
た
山
口
県
関
係
の
地
名
を
東
か
ら
挙
げ
る
と（
27
）、

麻
里
布
の
浦

（
三
六
三
〇
な
ど　

岩
国
市
今
津
川
河
口
付
近
か
）、
粟
島（
三
六
三
一
な
ど　

岩
国
市
姫
小
島

か
）、
可
太
の
大
島（
三
六
三
四　

周
防
大
島（
屋
代
島
）か
）、
大
島
の
鳴
門（
三
六
三
八　

周

防
大
島
と
柳
井
市
大
畠
と
の
間
の
大
畠
の
瀬
戸
）、
熊
毛
の
浦（
三
六
四
〇　

熊
毛
郡
上
関
町

の
室
津
半
島（
熊
毛
半
島
）先
端
部
の
室
津
の
海
湾
か
）、
可
良
の
浦（
三
六
四
二　

上
関
町
室

津
付
近
の
海
浜
か
）、
伊
波
比
島（
三
六
三
六
な
ど　

上
関
町
祝
島
）を
経
て
、
佐
婆（
さ
ば
）の

海（
周
防
灘
）で
逆
風
に
遭
い
長
門
を
経
由
せ
ず
に
、
周
防
灘
を
横
切
り
豊
前
の
分
間
の
浦（
大

分
県
中
津
市
東
部
）へ
直
行
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
ま
で
は
「
浦
廻（
う
ら
み
）よ
り　

漕
ぎ
来
し

舟
を　

風
早
み　

沖
つ
み
浦
に　

宿
り
す
る
か
も
」（
三
六
四
六
）と
あ
る
よ
う
に
、
陸
上
の

目
標
物
を
見
な
が
ら
岸
沿
い
に
進
む
地
乗
り
航
法
を
取
っ
て
き
た
。
そ
し
て
分
間
の
浦
か
ら

は
海
岸
沿
い
に
北
上
し
て
関
門
海
峡
を
過
ぎ
、
筑
紫
の
館（
む
ろ
つ
み
）（
三
六
五
二
）な
ど
に
停

泊
後
、
壱
岐
島
、
対
馬
島
を
経
由
し
て
新
羅
へ
向
か
っ
た
。

　

外
国
使
節
は
こ
の
逆
の
コ
ー
ス
を
取
っ
て
、
難
波
津
へ
と
向
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ

し
て
天
候
が
順
調
な
ら
、
遣
新
羅
使
と
は
異
な
り
長
門
・
周
防
の
海
岸
沿
い
を
進
ん
だ
は
ず
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古代周防国に展開する交通

で
あ
る
。

七　
「
周
防
国
正
税
帳
」
に
み
る
交
通

　

正
倉
院
に
は
天
平
十（
七
三
八
）年
度
の
「
周
防
国
正
税
帳
」（『
大
日
本
古
文
書（
編
年
文

書
）』
巻
二
―
一
三
〇
頁
）が
残
る
。
正
税
帳
と
は
諸
国
に
備
蓄
さ
れ
て
財
源
と
な
っ
た
稲
穀

で
あ
る
正
税
の
、
1
年
間
の
収
支
決
算
書
で
あ
る
。「
周
防
国
正
税
帳
」
は
、
断
簡
な
が
ら

駅
使
・
伝
使
と
な
っ
た
人
々
と
、
彼
ら
に
支
給
さ
れ
た
食
糧（
稲
・
酒
・
塩
）の
量
な
ど
、
周

防
の
交
通
に
関
わ
る
諸
事
情
を
伝
え
る
。
残
さ
れ
た
紙
数
は
少
な
い
の
で
、
概
略
を
述
べ
る

に
留
め
る
。

　

駅
使
と
し
て
は
、
国
司
巡
行
記
事
の
中
に
造
神
宮
駅
使
と
巡
察
駅
使
が
見
え
、
国
司
は
彼

ら
に
随
行
し
て
国
内
を
巡
っ
た
の
で
あ
る
。
前
者
は
天
平
九
年
十
一
月
に
畿
内
・
七
道
諸
国

に
使
者
を
派
遣
し
て
神
社
を
造
ら
せ
た
こ
と（『
続
日
本
紀
』
十
一
月
癸
酉
条
）に
対
応
す
る

も
の
で
あ
り
、
後
者
は
天
平
十
年
十
月
に
七
道
諸
国
に
、
国
宰
の
政
迹
と
黎
民
の
労
逸
を
採

訪
す
る
た
め
に
派
遣
さ
れ
た
巡
察
使
で
あ
る（『
同
』
十
月
己
丑
条
）。
彼
ら
は
駅
鈴
を
支
給

さ
れ
て
駅
馬
を
利
用
し
て
周
防
に
や
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。

　

次
に
伝
使
と
な
っ
て
い
る
人
の
う
ち
、
都
か
ら
周
防
の
方
へ
下
向
す
る
伝
使
と
し
て
は
、

周
防
・
長
門
の
史
生
の
ほ
か
、
西
海
道
諸
国
の
国
司
・
史
生
、
筑
紫
の
国
師
僧
、
そ
れ
に
大

宰
府
の
官
人
ら
が
お
り
、
さ
ら
に
船
で
行
く
船
伝
使
と
し
て
、
大
宰
府
の
官
人（
防
人
の
部

領
使
な
ど
）の
ほ
か
筑
前
国
の
史
生
な
ど
が
い
る
。
ほ
か
に
周
防
へ
の
流
人
と
そ
の
部
領
使

で
あ
る
刑
部
省
の
少
解
部
に
つ
い
て
は
伝
使
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
。

　

逆
に
東
上
す
る
向
京
伝
使
と
し
て
、
長
門
・
周
防
の
相
撲
人
、
大
宰
府
か
ら
の
僧
と
童
子

な
ど
が
い
る
。
そ
れ
に
対
し
大
宰
府
進
上
の
銅
竈
・
法
華
経
・
御
鷹
の
部
領
使
で
あ
る
大
宰

府
の
官
人
と
筑
前
・
筑
後
の
国
司
、
故
大
宰
大
弐
の
遺
骨
を
送
る
音
博
士
、
そ
れ
に
耽
羅
嶋

人
と
そ
の
部
領
使
で
あ
る
長
門
の
郡
司
、
大
宰
府
が
捉
え
た
防
人
と
そ
の
部
領
使
で
あ
る
長

門
の
軍
団
の
官
人
ら
は
、
伝
使
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

　

い
か
に
多
様
な
人
た
ち
が
往
還
し
て
い
た
か
が
わ
か
る
。
伝
使
と
記
さ
れ
る
人
た
ち
と
記

さ
れ
な
い
人
た
ち
の
違
い
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
が
、
実
態
と
し
て
は
両
者
と
も
同
じ
よ

う
に
食
糧
を
支
給
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
郡
の
も
つ
供
給
機
能
を
知
る
こ
と
が
で
き（
28
）、

公
務
を
帯
び
た
様
々
な
人
た
ち
が
実
態
と
し
て
は
、
伝
使
と
一
括
し
た
扱
い
を
受
け
て
い
た

の
で
あ
る（
29
）。

　

こ
の
う
ち
十
月
十
四
日
下
伝
使
の
項
に
は
、「
豊
後
国
守
外
従
五
位
下
小
治
田
朝
臣
諸
人

将
従
九
人
合
十
人
、
四
日
、
食
稲
十
二
束
四
把
、
酒
八
升
、
塩
八
合
」
と
あ
る
。
豊
後
国
守

の
小
治
田
諸
人
と
彼
に
随
行
す
る
将
従
9
人
の
合
計
10
人
が
、
周
防
国
を
通
過
す
る
の
に
要

し
た
4
日
分
の
食
糧（
稲
・
酒
・
塩
）を
計
上
し
て
い
る
。
彼
ら
へ
の
食
糧
の
支
給
量
は
「
正

税
帳
」
全
体
の
分
析
か
ら
、
日
に
伝
使
に
は
稲
4
把（
米
な
ら
2
升
）、
塩
2
勺
、
酒
1
升
、

将
従
に
は
稲
3
把（
米
な
ら
1
升
5
合
）、
塩
2
勺
と
な
り
、
身
分
に
よ
り
稲
の
量
と
酒
の
有

無
が
違
っ
て
い
る
。
こ
の
量
は
ほ
か
の
伝
使
に
つ
い
て
も
あ
て
は
ま
る
。

　

さ
て
小
治
田
諸
人
が
豊
後
守
に
任
命
さ
れ
た
の
は
天
平
十
年
八
月
十
日
で
あ
る
の
で（『
続

日
本
紀
』
八
月
乙
亥
条
）、
十
月
十
四
日
の
下
伝
使
と
は
赴
任
時
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ

は
神
亀
三（
七
二
六
）年
八
月
太
政
官
処
分（
史
料
3
）の
「
但
大
宰
府
并
部
下
諸
国
五
位
以
上

者
、
宜
給
伝
符
」
と
い
う
新
任
国
司
の
赴
任
方
法
に
符
合
す
る
。
こ
の
こ
と
は
八
月
二
十
九

日
下
伝
使
の
周
防
国
史
生
の
正
八
位
下
赤
染
麻
呂
に
も
あ
て
は
ま
る
。
彼
は
別
の
個
所
に
新

任
史
生
と
見
え
る
の
で
、
や
は
り
赴
任
で
あ
り
、
先
の
太
政
官
処
分
の
「
自
外
諸
国
、
皆
給

伝
符
。（
中
略
）史
生
亦
准
此
焉
」
が
適
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
は
周
防
国
府
ま
で

3
日
分
の
食
糧
を
支
給
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
注
目
さ
れ
る
の
が
船
伝
使
で
あ
る
。
船
で
行
く
な
ら
伝
馬
と
は
関
係
な
い
は
ず
で
あ

る
。
こ
う
し
た
人
に
も
「
伝
使
」
と
い
う
用
語
が
使
わ
れ
る
こ
と
に
、
伝
馬
の
制
の
複
雑
な

性
格
が
う
か
が
え
、
郡
家
に
お
け
る
供
給
機
能
を
伝
制
と
い
う
概
念
で
捉
え
る
理
解
が
出
さ

れ
て
い
る（
30
）。

　

な
お
「
正
税
帳
」
全
体
を
見
て
も
、
伝
使
の
周
防
国
通
過
に
は
4
日
、
東
か
ら
周
防
国
府

ま
で
は
3
日
か
か
っ
て
い
る
。
船
伝
使
に
よ
る
通
過
も
4
日
で
あ
る
。
し
か
し
現
実
に
は
天

候
な
ど
の
要
因
に
よ
り
、
4
日
以
上
要
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
4
日
と
い
う
の
は

食
糧
支
給
の
た
め
の
規
定
日
数
で
あ
り
、
必
ず
し
も
実
態
で
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
天
平
九

年
九
月
に
停
止
さ
れ
帰
郷
す
る
こ
と
に
な
っ
た
筑
紫
の
防
人
が（『
続
日
本
紀
』
九
月
癸
巳

条
）、
3
組
に
分
け
て
東
上
し
た
時
に
は
2
日
な
い
し
2
日
半
分
の
食
糧
し
か
支
給
さ
れ
て

い
な
い
。
こ
れ
は
船
で
最
短
距
離
を
取
っ
て
運
ば
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う（
31
）。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
周
防
に
お
け
る
駅
馬
・
伝
馬
の
制
を
中
心
に
取
り
上
げ
た
。
し
か
し
周
防
を
め

ぐ
る
交
通
を
論
じ
る
に
は
、
駅
路
と
し
て
の
山
陽
道
の
ル
ー
ト
、
調
庸
な
ど
の
税
物
の
貢
進

な
ど
、
ま
だ
ま
だ
取
り
上
げ
る
べ
き
テ
ー
マ
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
今
後
の
課

題
と
し
た
い
。
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〔
注
〕

（
1
）�　

以
下
の
叙
述
は
、
兵
庫
県
教
育
委
員
会
『
小
犬
丸
遺
跡�

Ⅰ
』
（
一
九
八
七
年
）
、

同
『
小
犬
丸
遺
跡�

Ⅱ
』
（
一
九
八
九
年
）
、
上
郡
町
教
育
委
員
会
『
古
代
山
陽
道�

野
磨
駅
家
跡
』
（
二
〇
〇
六
年
）
、
兵
庫
県
教
育
委
員
会
『
兵
庫
県
古
代
官
道
関

連
遺
跡
調
査
報
告
書�

Ⅰ
』
（
二
〇
一
〇
年
）
、
同
『
兵
庫
県
古
代
官
道
関
連
遺
跡

調
査
報
告
書�
Ⅳ
』
（
二
〇
一
八
年
）
、
中
村
太
一
『
日
本
の
古
代
道
路
を
探
す
』

（
平
凡
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
な
ど
に
よ
る
。

（
2
）�　

『
令
集
解
』
所
引
の
釈
説
・
古
記
は
「
百
姓
（
之
）
馬
」
と
す
る
が
、
内
容
に
は

変
わ
り
が
な
い
。

（
3
）　

公
式
令
朝
集
使
条
で
駅
馬
の
乗
用
を
許
さ
れ
た
諸
国
と
本
条
で
新
た
に
許
可
さ
れ

た
国
を
比
較
す
る
と
、
東
海
道
で
は
駿
河
、
東
山
道
で
は
信
濃
、
北
陸
道
で
は
越
中
、
山
陰

道
で
は
伯
耆
、
山
陽
道
で
は
備
後
、
南
海
道
で
は
伊
予
と
い
う
よ
う
に
、
公
式
令
で
乗
用
で

き
な
か
っ
た
諸
国
の
う
ち
最
も
外
側
の
1
国
の
乗
用
禁
止
が
続
く
と
い
う
不
可
解
な
こ
と
に

な
る
。
恐
ら
く
養
老
六
年
以
前
の
段
階
で
、
朝
集
使
の
駅
馬
乗
用
が
許
可
さ
れ
た
の
で
あ
ろ

う
。
『
続
日
本
紀�

二
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
年
）
四
九
四
頁
補
注
一
三
。

（
4
）�　

こ
の
措
置
は
『
類
聚
三
代
格
』
に
も
養
老
六
年
八
月
二
九
日
太
政
官
符
と
し
て
収

載
さ
れ
て
い
る
。
但
し
そ
こ
で
は
例
外
と
さ
れ
た
4
国
の
う
ち
紀
伊
が
見
え
な
い
。

あ
る
い
は
脱
落
か
も
し
れ
な
い
。

（
5
）�　

五
位
以
上
と
は
、
官
位
令
に
見
え
る
相
当
位
階
に
よ
れ
ば
大
宰
府
の
帥
（
従
三

位
）
、
大
弐
（
正
五
位
上
）
、
少
弐
（
従
五
位
下
）
と
、
大
国
（
肥
後
国
）
の
守
と

上
国
（
筑
前
・
筑
後
・
豊
前
・
豊
後
・
肥
前
）
の
守
が
そ
れ
に
あ
た
る
。

（
6
）�　

こ
の
太
政
官
処
分
の
う
ち
「
随
使
」
を
「
そ
の
使
命
の
必
要
上
（
便
宜
上
）
」

と
い
う
意
味
に
取
る
見
解
も
あ
る
が
（
『
続
日
本
紀�

二
』
一
七
一
頁
脚
注
一
九
）
、

『
続
日
本
紀
』
に
お
け
る
「
随
使
」
は
、
使
者
に
随
行
し
て
と
い
う
意
味
で
用
い
ら

れ
て
い
る
（
文
武
四
年
三
月
己
未
条
な
ど
）
。
そ
れ
に
こ
こ
で
の
使
命
は
新
任
国
司

の
赴
任
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
「
使
命
」
を
想
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た

が
っ
て
テ
キ
ス
ト
に
問
題
が
あ
り
、
「
随
便
」
の
誤
り
と
理
解
す
べ
き
だ
ろ
う
。
森

哲
也
「
律
令
国
家
と
海
上
交
通
」
『
九
州
史
学
』
一
一
〇
（
一
九
九
四
年
）
参
照
。

（
7
）�　

中
村
太
一
『
日
本
古
代
国
家
と
計
画
道
路
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
六
年
）
。

（
8
）�　

木
下
良
『
事
典�

日
本
古
代
の
道
と
駅
』
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
九
年
）
。

（
9
）�　

木
下
良
注
（
8
）
前
掲
書
。
な
お
弘
仁
九
（
八
一
八
）
年
八
月
に
、
長
門
の
不
要

駅
家
11
ヵ
所
の
駅
馬
55
疋
を
減
ら
し
て
、
そ
の
分
を
鋳
銭
料
鉛
駄
に
充
て
る
措
置
が

と
ら
れ
た
（
『
類
聚
国
史
』
巻
一
〇
七
鋳
銭
司�

八
月
戊
午
条
）
。
各
駅
何
疋
に
減

ら
す
か
と
い
う
部
分
が
欠
字
に
な
っ
て
お
り
、
「
一
」
と
す
る
写
本
を
新
訂
増
補
国

史
大
系
版
は
採
用
す
る
。
こ
の
11
駅
は
支
路
で
あ
る
と
み
ら
れ
、
『
延
喜
式
』
ま
で

の
間
に
1
駅
減
ら
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
『
延
喜
式
』
で
の
疋
数
は
3
疋
な
の

で
、
そ
の
後
2
疋
増
や
し
た
か
、
弘
仁
九
年
に
3
疋
に
し
た
か
、
い
ず
れ
か
と
な
る

が
、
恐
ら
く
後
者
で
あ
ろ
う
。

（
10
）�　

木
下
良
注
（
8
）
前
掲
書
。
『
山
口
県
史�

通
史
編�

原
始
・
古
代
』
（
二
〇
〇
八

年
）
も
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。

（
11
）�　

本
稿
で
の
『
万
葉
集
』
の
訓
読
は
『
萬
葉
集
①
～
④
』
（
小
学
館
、
一
九
九
四
～

一
九
九
六
年
）
に
よ
る
。

（
12
）�　

地
名
比
定
は
注
（
10
）
前
掲
『
山
口
県
史�

通
史
編�

原
始
・
古
代
』
一
〇
九
九
頁

に
よ
る
。

（
13
）�　

森
哲
也
「
大
宰
府
九
箇
使
の
研
究
」
『
古
代
交
通
研
究
』
一
（
一
九
九
二
年
）
。

（
14
）�　

新
訂
増
補
国
史
大
系
『
類
聚
三
代
格
』
の
頭
注
に
「
恐
当
拠
原
傍
書
作
山
崎
」
と

あ
る
。
『
延
喜
式
』
兵
部
省
諸
国
駅
伝
馬
条
に
よ
れ
ば
山
城
国
の
駅
と
し
て
は
山
埼

駅
し
か
な
い
。

（
15
）�　

播
磨
国
の
9
駅
35
疋
も
数
が
合
わ
な
い
。
9
駅
か
35
疋
か
の
い
ず
れ
か
が
誤
り
と

い
う
こ
と
に
な
る
が
、
播
磨
以
下
長
門
国
の
駅
数
を
51
駅
と
し
て
い
る
の
で
、
9
駅

は
正
し
い
こ
と
に
な
る
。
た
だ
『
延
喜
式
』
の
9
駅
中
、
美
作
へ
の
支
路
上
に
あ
る

2
駅
は
5
疋
し
か
な
く
、
そ
こ
に
元
々
25
疋
い
た
と
は
考
え
が
た
い
。
そ
こ
で
9
駅

は
山
陽
道
の
駅
で
あ
り
、
明
石
・
賀
古
・
草
上
郡
の
間
に
2
駅
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が

廃
さ
れ
る
時
に
2
駅
の
40
疋
を
前
後
の
駅
に
振
り
分
け
た
結
果
が
、
『
延
喜
式
』
に

見
る
7
駅
の
存
在
と
先
の
3
駅
の
過
大
な
駅
馬
数
に
な
っ
た
と
み
ら
れ
て
い
る
（
高

橋
美
久
二
「
播
磨
国
賀
古
駅
家
に
つ
い
て
」
藤
岡
謙
二
郎
先
生
退
官
記
念
事
業
会

編
『
歴
史
地
理
研
究
と
都
市
研
究�

上
巻
』
（
大
明
堂
、
一
九
七
八
年
）
）
。
し
た

が
っ
て
「
九
駅
卅
五
疋
」
は
「
九
駅
卌
五
疋
」
の
誤
り
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（
16
）�　

木
下
良
注
（
8
）
前
掲
書
。　

（
17
）�　

伝
馬
制
及
び
伝
路
概
念
を
め
ぐ
っ
て
は
様
々
な
議
論
が
あ
る
。
木
本
雅
康
『
古
代



― 14 ―

古代周防国に展開する交通

の
道
路
事
情
』
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
）
や
中
村
太
一
「
律
令
制
下
の
駅
伝

制
」
『
日
本
古
代
の
都
城
と
交
通
』
（
八
木
書
店
、
二
〇
二
〇
年
）
な
ど
が
簡
潔
に

研
究
史
を
整
理
し
て
い
る
。

（
18
）�　

森
哲
也
注
（
6
）
前
掲
論
文
。

（
19
）�　

八
木
充
「
1
古
代
の
山
陽
道
」
山
口
県
教
育
委
員
会
『
歴
史
の
道
調
査
報
告
書　

山
陽
道
』
三
山
陽
道
（
一
）
交
通
概
観
（
一
九
八
三
年
）
。

（
20
）�　

吉
本
昌
弘
「
古
代
備
前
国
の
駅
路
と
郡
衙
」
『
古
代
交
通
研
究
』
五
（
一
九
九
六

年
）
。

（
21
）�　

森
哲
也
注
（
6
）
前
掲
論
文
。

（
22
）�　

大
山
誠
一
「
古
代
駅
制
の
構
造
と
そ
の
変
遷
」
『
史
学
雑
誌
』
八
五
―
四

（
一
九
七
六
年
）
。

（
23
）�　

こ
の
南
海
道
と
は
、
食
・
馬
の
支
給
の
な
い
紀
伊
と
食
・
蒭
を
与
え
ら
れ
る
淡
路

を
除
い
た
4
ヵ
国
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
但
し
淡
路
へ
は
当
然
な
が
ら
船
で
行
く
し

か
な
い
か
ら
、
海
路
を
取
る
こ
と
に
な
っ
て
い
な
い
国
も
船
で
赴
任
す
る
こ
と
が

あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

（
24
）�　

天
平
二
年
一
一
月
に
大
宰
帥
の
大
伴
旅
人
が
大
納
言
兼
任
と
な
り
上
京
す
る
際
、

傔
従
は
「
別
取
海
路
入
京
」
し
て
い
る
（
『
万
葉
集
』
巻
一
七
―
三
八
九
〇
題
詞
）
。

赴
任
時
で
は
な
い
が
、
帥
が
陸
路
を
進
ん
だ
例
で
あ
る
。
な
お
上
京
時
の
旅
人
の
歌

が
巻
三
に
見
え
、
そ
こ
に
「
行
く
さ
に
は　

二
人
我
が
見
し　

こ
の
﨑
を　

ひ
と
り

過
ぐ
れ
ば　

心
悲
し
も
」
（
四
五
〇
）
と
あ
り
、
赴
任
時
に
「
こ
の
﨑
」
す
な
わ
ち

「
敏
馬
の
﨑
」
（
四
四
九
）
を
通
っ
た
こ
と
は
海
路
赴
任
を
示
す
と
の
理
解
も
あ
る
。

他
に
も
「
鞆
の
浦
」
（
四
四
六
・
四
四
七
）
が
出
て
く
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
地
は

陸
路
を
行
っ
て
も
見
え
る
の
で
、
海
路
赴
任
を
積
極
的
に
示
す
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。

虎
尾
俊
哉
編
『
延
喜
式�

中
』
（
集
英
社
、
二
〇
〇
七
年
）
一
三
八
三
頁
補
注
参
照
。

（
25
）�　

新
羅
使
は
宝
亀
十
年
七
月
に
大
宰
府
に
来
航
し
（
『
続
日
本
紀
』
七
月
丁
丑
条
）
、

翌
年
正
月
に
朝
賀
の
儀
に
参
列
し
（
正
月
己
巳
条
）
、
唐
使
は
宝
亀
九
年
十
～
十
一

月
に
西
海
道
に
来
着
し
て
（
九
年
十
月
乙
未
条
・
十
一
月
壬
子
条
な
ど
）
、
翌
年
四

月
に
入
京
し
た
（
十
年
四
月
庚
子
条
な
ど
）
。

（
26
）　

高
橋
美
久
二
『
古
代
交
通
の
考
古
地
理
』
（
大
明
堂
、
一
九
九
五
年
）

（
27
）　

地
名
比
定
は
注
（
10
）
前
掲
『
山
口
県
史�

通
史
編�

原
始
・
古
代
』
に
よ
る
。

（
28
）�　

大
日
方
克
己
「
律
令
国
家
の
交
通
制
度
の
構
造
」
『
日
本
史
研
究
』
二
六
九

（
一
九
八
五
年
）
。

（
29
）　

永
田
英
明
『
古
代
駅
伝
馬
制
度
の
研
究
』
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
四
年
）
。

（
30
）　

馬
場
基
「
駅
と
伝
と
伝
馬
の
構
造
」
『
史
学
雑
誌
』
一
〇
五
―
三
（
一
九
九
六

年
）
。

（
31
）　

林
陸
朗
・
鈴
木
靖
民
編
『
復
元�

天
平
諸
国
正
税
帳
』
（
現
代
思
潮
社
、

一
九
八
五
年
）
。




